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営業秘密保護の現状と課題 

 

経済産業委員会調査室  鎌田 純一 

 

１．はじめに 

近年、我が国企業の技術情報が国内のみならず、海外において、とりわけ新興国に流出、

漏えいする事案が顕在化している。新日鐵住金株式会社（訴訟提起時は新日本製鐵株式会

社）や株式会社東芝の事案に象徴されるように、民事訴訟の提起に当たっては、1,000 億

円規模の損害賠償を請求するケースもあり1、我が国企業が被る損失は、事案によっては大

規模かつ深刻なものとなっていることが窺える。 

技術情報等企業が保有する知的資産については、オープン化した上で特許権等の知的財

産に係る権利を取得し活用する方法と、ブラックボックス化して秘密として管理し活用す

る方法がある。企業は、いわゆるオープン・アンド・クローズ戦略として、経営戦略上、

知的資産の管理、活用に当たり、どのような方法、組合せを採用するか、適切な判断が求

められている。経済のグローバル化、情報のデジタル化、インターネット網の急速な発展

などにより、企業内において管理し守ってきた様々な技術等の情報が一旦外部に流出すれ

ば、瞬時に広がる。商品のような有形の財産ではない知的資産としての情報は、その回収

が困難であり、また、その流出経路を捕捉することも困難な状況に陥る。このことはまた、

民事・刑事ともに、相手方の責任を追及する際の立証が極めて難しくなることを意味する。

企業の競争力の源泉とも言える技術等の情報流出の問題は、単に企業における経営そのも

のへの影響にとどまらず、高度な技術、ものづくりの強みを自負してきた我が国経済産業

にとっても大きな損失となり、我が国が描いている成長戦略の実現にも影響を与えかねな

い。さらに、漏えいの対象となる技術情報が我が国の安全に関わる、より機微なものであ

る場合もあるため、安全保障面でもこの問題への対応は重要である。 

企業の技術等の情報に関しては、我が国においては不正競争防止法を軸として、営業秘

密の保護のための制度設計がなされ、累次にわたり改正が施されてきた。一方で、いまだ

深刻な事案が発生している事実に鑑みれば、喫緊の課題として、国及び企業がそれぞれ、

又は連携を取りつつ危機意識を持って取り組むことが必要であり、法制度としても更に効

果的なものを用意する必要があると考えられる。既に政府においては、最近における漏え

い事案や、経済界等からの営業秘密の保護の強化に関する要請の高まりを踏まえ、関係機

関においてもう一段踏み込んだ対応策を検討している状況にある。 

本稿では、営業秘密の内容、流出・漏えいの実態、政府のこれまでの取組について概括

的に整理し、併せて、法制面における今後の課題等についても若干の整理を行う2。 

 

２．営業秘密とは 

（１）企業秘密等と営業秘密の関係 

企業が保有している多様な情報のうち、外部に公開せず秘匿化しているものは、技術情
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報、企業秘密、経営情報、顧客情報、ノウハウなど様々な類型、表現により理解され、ま

た、各企業においては、様々な水準・状況下において管理を行っている。不正競争防止法

が対象としている「営業秘密」とは、これら技術情報等のうち、同法の定める要件を満た

すものが該当する（図表１及び（２）参照）3。 

図表１ 企業秘密と営業秘密の関係 

 

（出所）経済産業省資料「営業秘密管理指針の概要」 

 

（２）不正競争防止法において保護を受けるための営業秘密の要件 

不正競争防止法においては、「営業秘密」の要件を次のとおり定めており（第２条第６

項）、同法の保護を受けるためには、これら３要件の全てを満たす必要がある。 

①秘密管理性（秘密として管理されていること）：秘密管理性が認められるためには、

その情報を客観的に秘密として管理していると認識できる状態にあることが必要で

あり、ⓐ情報にアクセスできる者を特定すること、ⓑ情報にアクセスした者がそれを

秘密であると認識できること、の２つが要請される4。 

 ②有用性（事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること）：当該情報自体が事業

活動に利用され又は利用されることによって、経費の節約、経営効率の改善等に役立

つものであることが求められる5。 

 ③非公知性（公然と知られていないこと）：保有者の管理下以外では一般に入手できない

ことが必要である6。 

 

３．営業秘密の漏えいの実態 

（１）漏えいの事案、パターン 

 近年、我が国においては営業秘密漏えいが生じやすい環境にある7。その背景として経済

産業省は、①エレクトロニクス業界等におけるリストラの増加（新興国企業によるヘッド

ハンティングを含めた海外企業への技術者の転職の増加）、②我が国企業の海外展開の進展

（新興国企業等との業務提携・共同開発など取引関係の深まりや、工場の海外移転の増加）、

③サーバー空間の拡大・浸透（サーバー攻撃のリスク増加をもたらす結果、営業秘密漏え

いへとつながりやすい状況にあること等）を挙げている。 

 営業秘密が流出・漏えいするパターンには様々なものが考えられる。図表２は技術流出

のパターンを整理したものであるが、産業スパイ、退職者を含む人を通じた流出のほか、

海外拠点や技術提携先からの流出、サーバーへの不正アクセス、コンピュータウイルス等



立法と調査　2014.7　No.354
60

 

による流出、部品・製品の分解（リバースエンジニア）を通じた流出・模倣等が挙げられ

る。また、従業員のうっかりミスによる漏えい、退職者の競合他社への転職において技術

情報の持ち出しはないものの、当該退職者自身の持つ知識・ノウハウを活用した結果の流

出など、責任を問いにくいものも含めて幅広いケースがあり得る。 

図表２ 技術流出のパターン 

 
      （出所）産業構造審議会 第３回知的財産分科会資料（2013.11.28） 

 

（２）各種アンケート調査に見る流出・漏えいの実態 

 経済産業省は、技術流出等の実態を把握するため各種アンケート調査を行っている。こ

こでは、①「人を通じた技術流出に関する調査研究報告書8」（2013年３月。以下「アンケ

ート調査①」という。）、②「我が国製造業の競争環境の変化と国際生産体制の変容に関す

る調査報告書9」（2010 年３月。以下「アンケート調査②」という。）及び経済産業省取り

まとめの資料10に基づいて、流出・漏えいの実態の概要を整理しておく11。 

 ア 流出・漏えい発生の実態 

  アンケート調査①によれば、過去５年間の人を通じた営業秘密漏えいの有無に関して、

13.5％の企業が、何らかの営業秘密の漏えいを経験していると回答している（「明らか

に（１回以上の）漏えい事例があった」とした企業は 6.6％）。その一方で、「情報の漏

えいの事実はない」と回答した企業は70.3％と多くを占めるとともに、このうち、営業

秘密の漏えいが起こっていない要因として大きいものを尋ねたところ、データ等の持ち

出し制限等何らかの対策を講じていた企業も多いが、「特に何もしていない」とした企

業の割合が28.7％と最も多い。企業がそもそも営業秘密漏えいの事実を把握しておらず、

その結果、調査結果よりも多くの企業が漏えいを経験している可能性は否定できない。 

イ 流出・漏えいを認識したきっかけ 

  アンケート調査①によれば、漏えいの事例を把握した経緯について、「役員・従業員等

からの報告があった（37.5％）」と自社の認識が最も多い。これ以外にも「第三者から



立法と調査　2014.7　No.354
61

 

漏えいしているのではないかと指摘を受けた（28.1％）」、「自社しか知り得ない情報を

他社が使用しているのを発見した（19.3％）」、「自社しか知り得ない情報が掲載されて

いるのを発見した（15.1％。大手製造業に限れば 26.9％）」、「自社製品の類似品が市場

に出回った（11.5％。中小製造業に限れば 42.9％）」などの割合も高い。時間が経過し

てから発見に至るケースが多いことを窺うことができ、損害額の拡大が懸念される。 

 ウ 流出・漏えいの内容 

  アンケート調査①において「明らかに漏えいの事実があった」と回答した企業に流出

した情報の内容を尋ねたところ、「顧客情報・個人情報」が含まれていたと回答する企

業が 82.5％、これに「経営戦略に関する情報（38.5％）」、「製造に関するノウハウ

（34.4％）」、「サービス提供のノウハウ（28.8％）」、「製品・部品・金型等の設計図（23.7％）」

が続いている。報道等においては製造業に関する事案がクローズアップされているが、

実態として、顧客名簿等の情報の割合の方が高い。 

 エ 流出・漏えいの経路 

  アンケート調査②によれば、直近５年間で発生した技術流出の経路について、国内拠

点・海外拠点ともに、「製品・商品等を通じた流出」が約49％、約57％と最も高く、「人

を通じた流出」が約 39％、約 30％、「技術データを通じた流出」が約 16％、約 19％で

ある。報道等では人を通じた流出の例が多い印象だが、製品・商品等を通じたものが割

合としては高い。また、人を通じた営業秘密漏えい、技術流出の具体的な経路について、

アンケート調査①によれば、「中途退職者（正規社員）による漏えい」が 50.3％と圧倒

的に多い。次いで「現職従業員等のミスによる漏えい（26.9％）」、「金銭目的等の動機

を持った現職従業員等による漏えい（10.9％）」と続いている。 

 オ 流出・漏えい先 

 アンケート調査①によれば、「明らかに漏えいの事実があった」と回答した企業の流

出先としては、「国内の競業他社」が 46.5％と最も多く、これに「国内の競業他社以外

の企業（14.1％）」、「外国の競業他社（10.8％）」と続いている。業種別に見ると、「外

国の競業他社」への漏えいのほとんどは製造業で発生していることも明らかとなってい

る。海外競業他社への漏えいのイメージが強いものの、実態としては、国内企業への漏

えいが多く、国内外にかかわらず漏えい防止策が求められこととなる12。 

カ 流出・漏えい防止のための企業の取組 

  アンケート調査①によれば、営業秘密とそれ以外の情報とを区分している企業は計

60.1％であるが、区分していても、営業秘密として管理する必要があると思われる情報

のうち２／３程度以上を管理対象としている企業は計54.5％である。また、役員・従業

員との秘密保持契約の締結については、「締結している」企業がそれぞれ40.0％、55.5％

である。役員・従業員との競業避止義務契約の締結については、「締結している」企業

がそれぞれ12.7％、14.3％と、秘密保持契約よりも低調である。 

 

４．営業秘密の適切な管理及び保護のための制度及び政府の取組 

（１）不正競争防止法及びガイドライン（図表３参照） 
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 営業秘密の保護は、1990 年の不正競争防止法改正により法律上明確に位置付けられた。

技術革新の著しい進展、経済社会の情報化等を背景として、技術上又は営業上のノウハウ

などの営業秘密の重要性が著しく増大するとともに、ノウハウ取引等も活発化し、他人の

営業秘密を不正に取得、使用する等といった不正な行為が行われるおそれが増大し、また、

国際的にも、ＧＡＴＴ（関税及び貿易に関する一般協定）のウルグアイ・ラウンドのＴＲ

ＩＰＳ交渉（知的所有権の貿易関連の側面に関する交渉）において、営業秘密の保護問題

が交渉項目に挙げられるなど、営業秘密の適切な保護に向けた動向を踏まえ、営業秘密に

係る不正行為に対し差止め請求、損害賠償請求等を付与する等の保護措置を講じたもので

ある13。これ以降、営業秘密は段階的に逐次改正を経ている。 

図表３ 営業秘密保護に係る不正競争防止法改正等の主な経緯 

 
（出所）経済産業省資料（産業構造審議会 第３回知的財産分科会資料（2013.11.28））を加工・整理 

 

2003年には、刑事罰の導入が行われ、営業秘密侵害罪が創設された。経済社会の情報化

等の進展に伴い、ネットワークを通じた営業秘密侵害が容易になり、我が国企業の営業秘

密が国内外の競合他社に流出する事例が増加して企業の競争力が損なわれている現状が指

摘され14、「知的財産戦略大綱」（2002年７月・知的財産戦略会議15決定）が営業秘密の刑事

罰の導入を掲げたことを受け、法改正を行ったものである16。また、同大綱は参考となる

べき指針を作成するべきとし、2003年、経済産業省は、裁判例を踏まえ営業秘密として法

的に認められ得る秘密管理の水準等対策を示した「営業秘密管理指針」、特に海外への意図

しない形での技術流出防止のため、流出パターンや対策の考え方を示した「技術流出防止

基本指針」の両ガイドラインを策定した。その後、こうした取組を行ってもなお東アジア

諸国の技術的台頭、刑事罰の隙間を突く侵害事例の増大、退職者を通じた漏えい問題の顕

著化等の動向を踏まえ17、2005 年以降、数次にわたり、営業秘密侵害罪について、その目

的要件や刑事罰の対象者の拡大、罰則の引上げを行うとともに、刑事訴訟手続における営

業秘密の保持のための特例措置の導入を行っている（後述（２）イ参照）。  

 

（２）不正競争防止法における保護 

 不正競争防止法における現行の民事上・刑事上の保護措置の概要は次のとおりである18。 

時期 不正競争防止法等における措置の内容
1990年

（平成２年）
不正競争防止法改正により、営業秘密の保護を規定、民事保護規定の創設
・「営業秘密」の不正取得・使用・開示行為に対する民事保護規定の創設

不正競争防止法改正により、「営業秘密侵害罪」の創設
・営業秘密侵害行為のうち、特に違法性の高い行為類型に限定して刑事罰の対象とする
・量刑は最高３年以下の懲役・300万円以下の罰金

「営業秘密管理指針」及び「技術流出防止指針」の策定

2005年
（平成17年）

不正競争防止法改正により、「営業秘密侵害罪」の罰則強化
・国外処罰規定、退職者処罰規定、法人処罰規定等の導入
・量刑は最高５年以下の懲役・500万円以下の罰金

2006年
（平成18年）

不正競争防止法改正により、「営業秘密侵害罪」の罰則強化
・量刑は最高10年以下の懲役・1,000万円以下の罰金

2009年
（平成21年）

不正競争防止法改正により、「営業秘密侵害罪」の罰則強化
・目的要件の変更、第三者等による営業秘密の不正な取得に対する刑事罰の対象範囲の拡大、従業者
等による営業秘密の領得自体への刑事罰の導入

2011年
（平成23年）

不正競争防止法改正により、営業秘密の内容を保護するための刑事訴訟手続を整備
・刑事裁判における営業秘密の秘匿決定や公判期日外での証人尋問等、刑事訴訟の過程において営
業秘密の内容を保護するための手続を導入

2003年
（平成15年）
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ア 民事上の措置 

  不正競争防止法（第２条第１項第４号～第９号）では、営業秘密に係る不正な取得・

使用・開示行為を類型ごとに列挙し、それらを不正競争と定義した上で、差止め、損害

賠償、信用回復措置の請求を可能としている。 

  差止請求（第３条・第15条）は、営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれが

生じたことを要件に、侵害の停止・予防、営業秘密を用いた製品の廃棄、製造装置の除

却等必要な措置を請求できる。損害賠償請求（第４条～第９条）は、故意又は過失によ

り営業上の利益を侵害されたことを要件に請求できる。損害額の推定規定を置いており、

請求を行うに当たり立証負担の軽減が図られている。信用回復措置請求（第14条）は、

故意又は過失により営業上の信用が害された場合、謝罪広告等必要な措置を請求できる。 

  なお、営業秘密侵害に対するこれらの請求を行う場合、裁判所の求めに応じて、書面

を提出する必要がある（第７条第１項）が、訴訟における営業秘密を保護するために、

秘密保持命令（第10条～第12条。裁判所は、訴訟当事者等に対し、準備書面又は証拠

に含まれる営業秘密を使用・開示してはならない旨を命ずることができ、その違反には

罰則が課される）、インカメラ審理（第７条第２項、第３項。裁判所からの書類提出を

拒否する場合、正当な理由に該当するか否かについて、訴訟当事者等のみに書類を開示

して意見を聴き、裁判所が判断する）、裁判の公開停止（第13条。営業秘密に関する事

項の尋問の公開を停止する）といった措置が導入されている。 

 イ 刑事上の措置 

  不正競争防止法（第21条第１項第１号～第７号）では、営業秘密侵害罪に該当する類

型を規定し、営業秘密の不正取得・領得・不正使用・不正開示のうち一定の行為につい

て、10 年以下の懲役又は 1,000 万円以下19の罰金又はその両方を科すこととしている。

いずれの行為も「図利加害目的」、具体的には「不正の利益を得る目的」又は「営業秘

密の保有者に損害を加える目的」で行う行為が刑事罰の対象となる20。日本国内で管理

されている営業秘密について、日本国外で不正に使用・開示した場合も処罰の対象とな

るほか、被害者による告訴がなければ公訴提起ができない親告罪とされている。 

  なお、営業秘密侵害罪に係る刑事訴訟において、営業秘密の内容が公開の法廷で明ら

かにされることを防ぐため、秘匿決定・呼称等の決定（第 23 条第１項～第４項。裁判

所は、被害企業等の申出に応じて、営業秘密の内容を特定させることとなる事項を公開

法廷で明らかにしない旨の決定をすることができ、秘匿決定をした場合には、営業秘密

の内容を特定させる名称等に代わる呼称等を定めることができる）、公判期日外の証人

尋問等（第 26 条。裁判所は、秘匿決定した場合、公判期日外において証人等の尋問又

は被告人質問を行うことができる）の措置が導入されている。 

 

５．営業秘密保護法制等の見直しに向けた取組状況及び論点 

（１）これまでの政府における検討の状況 

 2002年７月の「知的財産戦略大綱」以降、営業秘密の保護に関しては、内閣に設置され

ている知的財産戦略本部21が策定する「知的財産推進計画」等において法制度の在り方等
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について言及するとともに、経済産業省産業構造審議会知的財産政策部会22等における議

論を経て、不正競争防止法改正や営業秘密管理指針の改訂等必要な措置を講じてきた。第

２次安倍内閣の発足以降、営業秘密の保護のための法制度の見直しを含めた議論が一層進

展しつつある。以下、最近の主な動向を整理するが、営業秘密保護法制や営業秘密管理指

針の見直し、官民連携体制の構築が早急に解決すべき焦点となってくる。 

 ア 知的財産政策ビジョン 

知的財産戦略本部が2013年６月に決定した「知的財産政策ビジョン」は、今後10年

程度を見据えた知的財産政策展開の軸となる柱や長期政策課題等を盛り込み、営業秘密

の保護の強化のため取り組むべき施策として、次のとおり示している。 

 ①営業秘密侵害の立証負担軽減（特に国外での使用・開示の証明など）などのために、

営業秘密保護に関する制度について、具体的課題、海外の制度や動向を調査・研究し

た上で、必要に応じ、不正競争防止法の検討のみならず、民事手続や刑事手続の在り

方も含めて幅広い観点から検討し、適切な措置を講ずる。 

 ②営業秘密侵害行為により不正に製造された商品のグローバル流通を防止するための国

際協調の在り方や方策について、米国での水際措置などの海外の制度や動向を調査・

研究しつつ、検討し必要な措置を講ずる。 

 ③日本における技術・営業秘密保護のための取組を促進するために、米国の「ＯＳＡＣ

（海外安全対策協議会）23」、「ＯＮＣＩＸ（国家対情報局）24」などの諸外国の取組な

どを参考にしながら、官民フォーラムの場などで産業界と政府が一体となり営業秘密

保護に関する情報共有・検討などを行う体制の構築を検討する。 

 ④人材を通じた技術流出に関する実態調査の結果などを踏まえた対応として、営業秘密

の管理について基本的対策が取れていない企業（特に中小企業）・大学などを対象とし

た早急な支援、例えば、既存の指針・ガイドラインの内容の一層の周知徹底、事例を

集めた理解しやすいパンフレットの作成とこれを用いた周知活動などを実施する。 

 イ 産業構造審議会知的財産分科会報告書 

産業構造審議会知的財産分科会は、2014年２月に報告書を取りまとめた。同報告書は、

営業秘密の保護強化に関し、「オープン・クローズ戦略の必要性が高まる中、技術を特

許としてではなく、営業秘密として保護することが適切である事例が増大していくこと

が予想される」、「営業秘密を使用した事業活動の国際化、海外への技術流出の防止にも

留意しつつ、営業秘密の一層の保護強化が必要ではないかとの視点から、法制的・実務

的な整理を早急に進める」旨示している。具体的には、「営業秘密の保護強化や相談体

制の充実」、「主要国における営業秘密保護に関する制度の状況や営業秘密侵害訴訟にお

ける裁判所の判断状況などに関する調査研究を進める」こと等を掲げている。 

 ウ 営業秘密タスクフォース報告書 

その後、知的財産戦略本部では、評価・検証・企画委員会の下に置かれた「営業秘密

タスクフォース25」が、2014年４月に報告書を取りまとめた。報告書では、「技術情報な

ど営業秘密の不正な取得や使用は断固として許さない」との国の姿勢を国内外に発信す

ること、「営業秘密の不正な取得や使用を行った者にはしっかりと刑事罰が科せられる」、
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「損害を与えた企業はしっかりと賠償しなければならない」という実態を積み重ねるこ

とにより、「不正漏えいは割に合わない」社会の構築を基本的考え方とし、国、企業、

官民連携の取組に向けた論点として次のとおり示している。 

 ①国の取組として、営業秘密管理指針の改訂、営業秘密管理のワンストップ支援体制の

整備、営業秘密保護法制の見直し 

 ②官民の連携として、官民の情報共有、捜査当局と民間企業との連携 

 ③企業の取組として、日頃の管理水準の確保、漏えいの早期発見や捜査当局との早い段

階からの連携、経営者レベルも含めた産業界全体での意識レベルの向上 

 エ 知的財産推進計画2014 

 知的財産戦略本部が取りまとめを進めている「知的財産推進計画2014」（案）26に関し

ては、現時点（2014 年６月 12 日）でその内容の詳細は明らかとなっていないが、既に

同計画の策定に向けた意見募集は終えている。 

オ 政府方針等を踏まえた検討の状況 

  2013 年 11 月の産業構造審議会知的財産分科会資料27では、「知的財産政策ビジョン」

で示した施策の取組状況をまとめた。その中で、営業秘密侵害訴訟における立証負担軽

減など営業秘密保護に係る課題検討のために、米国及びドイツにおける営業秘密保護に

関する制度の状況や営業秘密侵害訴訟における原告側の立証方法や立証負担の程度、裁

判所の判断の状況、米国における営業秘密侵害物品の水際措置についての調査を進めて

いるとしていたが、2014年３月に「諸外国における営業秘密保護制度に関する調査研究

報告書」を取りまとめている。また、経済産業省では、有識者や企業等との意見交換を

通じて我が国の営業秘密保護に関する制度の課題等に関して整理を進めており、今後、

我が国の営業秘密保護に関する制度の改善に係る論点を整理し、制度の改正に向けた議

論を深めるとしている。さらに、官民連携の取組の推進に関しては、営業秘密漏えい事

案や営業秘密の管理方法に係る知見等を官民共同で蓄積・共有する体制を構築する予定

である旨等を述べ、今後、取組内容をより具体化していくとともに、中小企業を含む幅

広い企業や行政機関への参加の呼びかけ等を行うとしている。 

 

（２）営業秘密保護法制の見直しに係る論点等 

 営業秘密保護に関する論点のうち、紙幅の関係で、法制面の見直しに焦点を当てる。「営

業秘密タスクフォース報告書」において提案された主な見直し項目に沿いながら整理した

い。同報告書や他の政府方針等で各項目の詳細な内容を必ずしも明示しているわけではな

いため、本稿は筆者の推測にとどまる点が多いことをお含み置きいただきたい。 

ア 民事上の措置等の見直し 

  知的財産権侵害に係る証拠が被告側に偏在していることが多く、原告側が状況の把握

や立証を行うことが困難であるとの指摘はかねてよりなされている。これまで侵害行為

の立証の容易化を図るために、法改正等により対応策を講じてきたが、産業界は、訴訟

手続に関し、手当てすべき部分が多く残されていると指摘している28。 

 （立証負担の軽減） 
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立証負担に関しては、産業界から、営業秘密の取得、使用に関する立証責任の軽減又

は転嫁が提言等で求められている29 30。提言等では具体的な内容の言及はないが、他の

知的財産権関連の法律との比較で見た場合、不正競争防止法において措置されておらず、

特許法に定めのある「生産方法31の推定」の規定（第 104 条）を営業秘密保護へ導入す

ることの是非は、論点の一つとなり得る。発明の中でも生産方法の発明は、特許権を侵

害しているかの判断が難しいとされている。このため、侵害の事実は侵害を主張する者

が負うのが原則であるが、物の生産方法の特許に関しては、その物が日本国内において

公然知られたものでないとき（新規性がないとき）は、立証責任が転嫁され、当該特許

を受けた生産方法で生産したものと推定され、侵害した側で侵害していないことの立証

責任を負う32。 

不正競争防止法においても類似の措置が採られれば、特に海外における模倣品等によ

る被害に対し効果を期待できることから、一考の余地があると思われる。ただし、物と

して具現化されていない営業秘密は推定規定の適用が困難となり得ることから、具体的

な推定の内容や範囲等、営業秘密保護法制への調和が課題として残ると思われる。 

 （証拠収集手続の多様化） 

  営業秘密侵害訴訟における被害者側の証拠収集についてもその機能強化を求める意見

が経済界からある33。上記の知的財産戦略大綱の指摘を受け、内閣の司法制度改革推進

本部34の下に置かれた「知的財産訴訟検討会35」で論議が行われた米国の「ディスカバリ

ー（請求開示）制度」が論点の一つとなり得る。ディスカバリー制度については、その

後、知的財産戦略本部が 2003 年７月に策定した「知的財産の創造、保護及び活用に関

する推進計画」（現在の知的財産推進計画に相当）において、「『ディスカバリー』等諸

外国の証拠収集手続も参考にした新たな証拠収集手続の導入も含めた、証拠収集機能の

強化のための総合的な検討を行い、2004年末までに結論を得る。」とされた経緯がある。

最近では、知的財産戦略本部「知的財産による競争力強化・国際標準化専門調査会」で

制度導入の是非等について論議が行われている36。 

ディスカバリー制度は、米国において相手方当事者の手持ち証拠を収集する手段とし

て、連邦民事訴訟法規則に設けられている。ディスカバリーにおいて開示の対象となる

のは、いずれかの当事者の請求又は防御につながる可能性がある、秘匿特権の対象とな

らないあらゆる情報で、訴外の第三者からも情報を獲得することができ、自己に有利な

情報だけでなく、不利な情報についても、ディスカバリーに応じる義務がある37。証拠

収集の容易化と企業側の負担との均衡等について配慮した検討が必要となる。 

（国際裁判管轄及び準拠法の明確化） 

国際裁判管轄とは、国際的な民事紛争についていかなる場合に日本の裁判所が管轄権

を有するかという問題である。この問題に関し、これまで民事訴訟法において明文の規

定がなかったことから、2011年の同法改正で、国際裁判管轄の具体的なルールとして訴

えの類型ごとの規律が新設され、例えば、不法行為に関する訴えについては、「不法行

為があった地が日本国内にあるときは、日本の裁判所に提起することができるものとす

ること。」とされた。ただ国内法は整備されても、国際裁判管轄に関する一般的かつ広
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範な多国間条約は、各国の意見が一致していない状況にあり、成立の可能性は低いとの

指摘があるため38、現状では最終的には当事者国の合意が必要となる。また、準拠法に

ついては、国際的な民事紛争において国際裁判管轄権を有する国の裁判所が、どの国の

法律を適用して判断するかが問題となる。現在、国際民事紛争における準拠法に係る統

一ルールは存在せず、最終的には当事者国の合意が必要となる。 

国際ルールの先行きが見通しにくい中、国際裁判管轄権及び準拠法の扱いを営業秘密

に関して明確化しようとするには、国際的な動向の分析や、他の国際的民事紛争の類型

に対する扱いに先行して別の規定を設けることの必要性を検討していく必要がある。 

 （水際措置の導入） 

  関税法では、知的財産に関する貨物のうち、①特許権、実用新案権、意匠権、商標権、

著作権等を侵害する物品、②不正競争防止法第２条第１項第１号から第３号の行為（周

知な商品等表示の混同惹起行為、著名な商品等表示の冒用行為、商品形態の模倣行為）

を組成する物品は輸出又は輸入してはならない貨物として規定し、税関の水際取締りの

対象となっている（関税法第69条の２第１項及び第69条の 11第１項）。関税法上、営

業秘密は明確な形で取締りの対象とはなっておらず、同法への追加の是非が焦点となる。 

諸外国における取組の比較として、米国では、関税法により「国際貿易委員会（ＩＴ

Ｃ）」が、知的財産権の侵害のみならず、国内産業を破壊又は実質的に害し、米国にお

ける商業取引を制限・独占するおそれのある不公正な競争方法及び不公正な行為(営業

秘密の不正使用行為を含む)について調査する権限を有している。同委員会により任命

された行政法判事による調査の結果、法令違反が認定された場合、米国内への通関を禁

止する排除命令又は違反行為の禁止する中止命令を出すことができる39。また、韓国で

は、「不公正貿易行為の調査及び産業被害の救済に関する法律」により営業秘密を始め

とする知的財産権侵害物品等の輸出入、国内販売、製造行為、原産地表示違反行為等が

不公正貿易行為として禁止され、「貿易委員会（ＫＴＣ）」による救済措置が定められて

いる。同委員会は、不公正貿易行為があると判定したときには、当該物品等の輸出入、

販売・製造行為の中止等是正のために必要な措置の命令や課徴金を課すことができる40。 

  これらの取組において共通するのは、税関とは別の機関を設けていることである。我

が国では税関による取締りが行われているが、検討に際しては、営業秘密に係る取締り

も税関の所掌事務とするのか、特別の体制を整備するのかを考慮に入れる必要がある。

また、意匠権等に関しては、その模倣品・海賊版により取締りを行いやすいが、技術情

報等の営業秘密を用いた侵害物品を取り締まる際には、不正競争防止法の定める営業秘

密を含む物であるかどうかの確認・判断に困難を伴うケースも多いと考えられる。制度

設計に当たっては、実効性ある取締りが可能となるよう工夫が求められる41。 

 イ 刑事上の措置の見直し（図表４参照） 

  我が国では、営業秘密侵害罪の目的要件や刑事罰の対象者拡大、罰則引上げを行うと

ともに、刑事訴訟手続における営業秘密保持のための特例措置の導入を図っている。 

その結果、国際水準と同等又はそれ以上の水準に達している部分もある（行為者処罰、

法人処罰等）ほか、他罪の量刑との比較でも最も重い水準に達している（窃盗罪等と同
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水準）とされる42。一方産業界は、各国との比較で一層の重罰化を求めている43。 

図表４ 刑事上の措置に関する国際比較 

 

（出所）知的財産政策ビジョン、経済産業省資料を加工・整理 

（非親告罪化） 

営業秘密侵害罪は、不正競争防止法の規定により、被害者からの告訴があって初めて

罪として問われる（同法第 21 条第３項）。一方、諸外国においては、米国、フランス、

韓国など親告罪から外している国も多く、「営業秘密タスクフォース報告書」では非親

告罪についての提案があったとしている。過去には、産業構造審議会知的財産政策部会

の下に置かれた「技術情報の保護等の在り方に関する小委員会」の報告書を検討するに

当たり、非親告罪化について盛り込むことを検討した経緯がある44。刑事訴訟法の規定

により、親告罪の告訴は，犯人を知った日から６か月を経過したときは、これをするこ

とができないが（同法第 235 条）、非親告罪となれば当該規定は適用がなくなるという

利点はあり得る。ただ、親告罪としている背景には、被害者が刑事裁判を望まないにも

かかわらず公判手続が開始されることにより、営業秘密が手続の過程で更に開示される

ことを避ける必要がある45。こうした点も踏まえ制度設計を検討する必要がある。 

（罰則の引上げ） 

営業秘密侵害罪に対する罰則については、不正競争防止法の規定により、行為者に対

しては10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金と、法人に対しては46、３億円以下の

罰金とされている（同法第21条第１項及び第22条第１項）。罰則の引上げについては、

懲役と罰金それぞれについて論議があり得る。産業界からは、懲役刑については諸外国

と比しても遜色ない程度に重罰化が図られたものの、罰金刑は、額の上限を設けていな

い国も多い中で、1,000万円以下にとどまっているとの指摘や47、法人に対する罰金刑の

抜本的引上げを求める意見もあり48、罰金刑の引上げが焦点となるものと考えられる。 

罰金刑に関し、諸外国においては、例えば、米国、ドイツ、中国などでは上限が設け

られていないものとされ、また、韓国においては、財産利得額の２倍以上 10 倍以下に

相当する罰金とされている。我が国において営業秘密侵害罪の罰金を上回るものとして

日本 アメリカ イギリス フランス ドイツ 韓国 中国
法律 不正競争防止法※１ 経済スパイ法 詐欺法 労働法典、刑法 不正競争防止法 不正競争防止及び営業秘密保護法 刑法

罰則導入可能時期 領得、複製 領得、複製、未遂、共謀 領得、複製、未遂 開示、未遂 領得、複製、未遂 領得、複製、未遂、予備 領得、複製

元役員・元従業員
媒体横領・複製、在職中約

束の場合
○ ※２ ○（判例法） ※３ ○ ○

行為者処罰①懲役 １０年以下 １０年以下 １０年以下 ２年以下 ３年以下 ５年以下
３年以下（特に重大な結果をもたらし

たときは３年以上７年以下）

行為者処罰②罰金 １，０００万円以下 上限なし　※４ 上限なし ３万ユーロ 上限なし 利得額の２倍以上１０倍以下 上限なし
行為者処罰①②の併科 ○ ○ ○ ○ × ○ ○

法人処罰 ○ ○ ○ × ○（行政罰） ○ ○
法人処罰の罰金 ３億円以下 ５００万ドル以下 上限なし × １００万ユーロ以下 個人と同じ 上限なし

国外での使用・開示 ○刑事罰対象 ○刑事罰対象 ○刑事罰対象 ○刑事罰対象 ○刑事罰対象 ○刑事罰対象

国外での使用・開示の
重罰化

×

○　外国政府が関与した場合、行為者

１５年以下and/or５０万ドル以下、法

人１０００万ドル以下or営業秘密が有

した価値の３倍までの罰金

× × ○　５年以下 ○　１０年以下 ×

非親告罪化 × ○ ○
×（訴追に特別の利益のある場

合は○）
○ ○

（資料）経済産業省「諸外国の訴訟手続における営業秘密保護の在り方等に関する調査研究報告書」（2010.2）
　　　　経済産業省「諸外国における営業秘密保護制度に関する調査研究報告書」（2014.3）

※１：国内での刑事罰適用判例は１３件。判決内容は懲役が最長２年６月（全件執行猶予付き）、罰金刑が最高２００万円（2014年２月の経団連提言に記載の資料に基づく）。
※２：立法過程の論述では明確になっていない。判例待ち。
※３：ドイツでは、元役員・従業員を問わず、営業秘密の開示のそそのかし及び申出が処罰の対象となっている（２年以下の懲役又は罰金）。
※４：出典の報告書には「上限なし」との明示的な記載はなし。
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は、例えば、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（独占禁止法）第 95 条

に規定している法人等に対する５億円以下の罰金などが挙げられるが、量刑の適否の検

討に当たっては、他法律の罰則との比較や、過去の罰則引上げによる営業秘密侵害行為

の抑止効果に関する分析を踏まえた判断が求められる。 

（海外流出の重罰化） 

 不正競争防止法では、営業秘密侵害罪に対する量刑について国内・海外における区別

はなく、「知的財産政策ビジョン」は更なる重罰化の検討の余地があるとの意見がある

旨言及している。海外における営業秘密の漏えいについて、諸外国においては、例えば、

韓国では、国内における漏えいの場合、懲役５年以下であるところ、海外での漏えいの

場合は懲役 10 年以下などとされている。また、米国では、国内における漏えいについ

て懲役 10 年以下であるところ、外国政府が関与した海外漏えいの場合については懲役

15年以下などとされ、法人については、500万ドル以下（約５億円以下）であるところ、

1,000万ドル以下（約10億円以下）又は不当利得額の３倍以下とされている。 

 産業構造審議会知的財産政策部会の下に置かれた「不正競争防止小委員会」報告書49は、

重罰化はせず、今後の法律の実施状況を踏まえて検討していくことが適当であるとして

いる。国外で使用・開示することによる法益侵害の発生は国内で使用・開示することと

同程度であること等をその理由としており、こうした点の検証も必要となる。また、罰

則引上げと同様、他の法律、特に情報漏えいに関する法規との均衡や重罰化による実効

性の確保の観点から検討を進める必要がある。 

（未遂犯の処罰規定の導入） 

 我が国の不正競争防止法において営業秘密侵害罪の未遂処罰規定は設けられていな

いが、諸外国においては多くが未遂も処罰の対象としている。未遂処罰に関しては、こ

れまで、例えば、産業構造審議会知的財産政策部会の下に置かれた技術情報の保護等の

在り方に関する小委員会において議論された経緯がある50。営業秘密タスクフォース報

告書では、未遂犯の処罰規定の導入について提案事項の一つとされている。同小委員会

では、未遂処罰の対象とするべき犯罪類型、行為者の範囲の在り方等について言及され

ており、こうした点も含めた検討が必要となってくる。更に留意するべきこととして、

特許権、商標権等の産業財産権を含む知的財産権関連法では、未遂処罰を定める規定が

ない。特許権等のように公開され、権利の範囲が明確になっている無形的財産を保護法

益とする犯罪においてすら未遂処罰規定が存在しない以上、営業秘密を保護法益とする

犯罪に未遂処罰規定を設けることは、処罰範囲の均衡を欠くとの指摘もある51。このた

め、他の知的財産権関連法との均衡も考慮しつつ判断する必要がある。 

 

営業秘密保護法制の在り方については、現在経済産業省等で検討が進められている。見

直しの検討が想定される以上のような項目には、不正競争防止法にとどまらず他の法令に

及ぶ事項もあり、短期的に対応すべきものと中長期的な検討を要する事項があり得る。今

後、我が国として営業秘密漏えいに対する断固たる姿勢を示すためにも現行の不正競争防

止法から切り出して営業秘密保護新法を制定するのか、不正競争防止法の改正にとどまる
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のか。改正は一気に行うのか、段階的に進めていくのか。運用面での改善にとどまる場合

もあるのか。こうした大きな枠組みも含めて、新しい営業秘密保護法制の姿は正に今後定

まってくると考えられる。 

また、検討に際しては、保護を強化することで企業等の当事者に対する過度な捜査等へ

の協力や訴訟リスクの負担も懸念されるため、経済界等関係者からの意見を十分に踏まえ

ることも重要である。 

法改正以外にもガイドラインの改訂や官民・諸外国との連携が求められる中、様々な取

組が一体となった総合的な政策により、我が国及び企業の営業秘密保護水準、能力の向上

を実現する必要性が高まっている。 
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（かまた じゅんいち） 

                                                                               
1 損害賠償請求額については、各種報道資料に基づく。 
2 本稿は2014年６月12日までの情報に基づいている。 
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3 営業秘密の例としては、経営戦略（新規事業計画、Ｍ＆Ａ計画等）、顧客（個人情報等）、営業（仕入価格情

報等）、技術（素材、図面、製造技術情報等）、管理（社内ＩＤ・パスワード等）などの類型に関するものが挙

げられる（経済産業省「営業秘密管理の考え方」）。 
4 後述の「営業秘密管理指針」（2003年１月策定・2013年８月最終改訂）において言及。なお、ⓐ及びⓑの要

件について、営業秘密管理指針は、東京地裁平成12年９月28日判決に基づいて整理している。 
5 なお、企業の反社会的な行為などの公序良俗に反する内容の情報は、「有用性」は認められないこととなる。 
6 このため、刊行物に記載されている等の場合は非公知情報とは言えない。また、当該情報を知っている者に

守秘義務が課されていれば、非公知情報と言える。 
7 「営業秘密の保護について」（産業構造審議会 第３回知的財産分科会資料（2013.11.28））参照 
8 対象企業：信用調査会社の企業データベースから抽出した企業（製造業・非製造業）10,000社。回答数：3,011

社（回収率30.1％）。別冊の「営業秘密の管理実態に関するアンケート調査結果」として取りまとめられている。 
9 対象企業：製造業20,662社。回答数：2,524社（回収率12.2％）。なお、この調査結果は「2010年版ものづ

くり白書」においても引用されている。 
10 「営業秘密の保護について」（産業構造審議会 第３回知的財産分科会資料（2013.11.28））及び「近時の技

術流出事例への対処と技術流出の実態調査について」（経済産業省 2013.3）。また、紙幅の関係で引用してい

ないが、「我が国製造業における技術流出問題に関する実態調査」（経済産業省 2006.12）のほか、中小企業の

実態をまとめたものとして「中小企業の知的財産活動に関する基本調査報告書」（特許庁 第１回中小企業・地

域知財支援研究会資料（2014.5.16））や「中小企業の知的財産に関する調査報告書」（東京商工会議所中小企業

の知的財産に関する研究会 2013.3）が、海外展開における実態については、「2011年版ものづくり白書」に記

述がある。 
11 なお、各種調査においては、回答した企業のいう営業秘密、技術情報と、不正競争防止法における営業秘密

とが必ずしも一致しているわけではないことを含んでおく必要がある。また、本稿で紹介した項目以外にも、

例えば、営業秘密の漏えいによる損害額、再発防止策として強化・新たに導入したこと等多くのデータがある。 
12 参考までに特許庁の「2013年度模倣被害調査報告書」（2014.3）を見ると、営業秘密を含む知的財産権の模

倣被害に関するデータ（2012年時点）となるが、被害を受けた国・地域として、多い順に中国（67.8％）、台湾

（21.3％）、韓国（21.1％）等が占め、アジア地域における模倣被害が深刻である。 
13 経済産業省知的財産政策室編著『逐条解説不正競争防止法 平成23・24年改正版』（有斐閣 2012年）８頁 
14 経済産業省知的財産政策室編著『逐条解説不正競争防止法 平成23・24年改正版』（有斐閣 2012年）15頁 
15 内閣総理大臣、関係大臣及び有識者により構成され、2002年２月設置。 
16 その他、民事的救済措置の強化として、不正競争による営業上の利益侵害によって生じた損害額の立証を容

易化する規定の導入等の措置が講じられている。 
17 経済産業省知的財産政策室編著『逐条解説不正競争防止法 平成23・24年改正版』（有斐閣 2012年）18頁 
18 営業秘密管理指針により整理。なお、不正競争防止法の営業秘密要件については、判例において厳格に解さ

れる傾向があり、また、実務的にもコスト等の面から、企業の持つ秘密の全てを営業秘密として管理すること

は困難である。一方で、営業秘密以外の情報を企業秘密として引き続き企業内で秘匿化していくことも必要と

される場面も多く、企業秘密が不正競争防止法上の要件を満たさないことが直ちに何らの法的な保護を享受で

きないことにつながるわけではない。事案の状況によっては、民法の不法行為による損害賠償請求や、刑法の

窃盗罪などによる措置が適用される場合もある。秘密保持契約や競業避止義務契約といった形で流出を防ぐ手

立ても可能であり、事案の状況によっては、民法の債務不履行による損害賠償請求の措置が適用される場合も

ある。 
19 自らアクセスする権限を持たない営業秘密を不正に取得し、又は、その上で使用又は開示した場合（第21条

第１号、第２号又は第７号）、両罰規定によりその行為者が所属する法人に対し３億円以下の罰金が科され得る。 
20 報道、内部告発の目的で行う行為は処罰の対象とはならない。 
21 知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進するため内閣に置かれ、内閣総理大

臣を本部長とし、関係大臣及び有識者をメンバーとしている。 
22 2013年７月以降は知的財産分科会へと組織再編が行われた。 
23 海外における米国企業のセキュリティ環境を向上させるために、連邦国務省等の政府機関と企業とからなる

ＯＳＡＣを設置し、民間と政府の情報交換・議論などを通じ、ガイドライン、レポートの発行、海外において

取り組むべき対策の提示、脅威のトレンドなどを提供している（知的財産政策ビジョン等参照）。 
24 政府におけるスパイ防止活動及び安全保障のため設置され、米国政府、米国インテリジェンス・コミュニテ

ィ（ＣＩＡ、ＦＢＩ等）、民間部門に対し、スパイ防止活動の戦略策定・支援や、外国経済・産業スパイに関す

る報告書取りまとめ等を行っている（知的財産政策ビジョン等参照）。 
25 営業秘密侵害の現状と課題に関する調査を行い、営業秘密保護の対応策について検討を行うため、2014年２

月に設置された。委員は有識者等で構成される。 
26 知的財産推進計画2014（案）に関しては、重要施策の柱立てのみの公表となっている（第10回検証・評価・

企画委員会（2014.5.19））。なお、同委員会が設置したタスクフォース（営業秘密に関するもののほか、中小・
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ベンチャー企業及び大学支援強化、アーカイブ、音楽産業の国際展開のそれぞれに関するタスクフォースが設

けられている）の報告書も踏まえ、意見が寄せられている。 
27 「営業秘密の保護について」（産業構造審議会 第３回知的財産分科会資料（2013.11.28））参照 
28 日本経済団体連合会『「知的財産政策ビジョン」策定に向けた提言』（2013.2）。また、米国の懲罰的損害賠償

の我が国への導入を求める意見もある。 
29 日本経済団体連合会『「知的財産政策ビジョン」策定に向けた提言』（2013.2） 
30 本文に記載した方策以外にも、例えば韓国におけるタイムスタンプの利用も挙げられる。韓国は、特許庁及

び特許情報院が営業秘密の保護と管理活動を全般的に支援する「営業秘密保護センター」を2012年６月に設置

し、いわばワンストップでの支援を展開している。同センターの業務の一つである営業秘密原本証明制度にお

いて電子指紋とタイムスタンプにより、営業秘密の原本の存在と保有時点を同センターに登録し、立証を手助

けするものとなっている（特許庁「『国際知財制度研究会』報告書」（知的財産研究所 2014.3）85頁以降）。タ

イムスタンプの仕組みについては、特許庁「先使用権制度の円滑な活用に向けて」（平成24年度知的財産権制

度説明会テキスト）65頁以降を参照。 
31 特許法で保護される発明は、「物」の発明と「方法」の発明があり、方法の発明には物を「生産する方法」の

発明とそれ以外の方法の発明がある（同法第２条第３項）。 
32 中山信弘『特許法〔第２版〕』（弘文堂 2012年）380頁以降 
33 ここで掲げるディスカバリー制度のほか、知的財産政策ビジョン及び知的財産推進計画2013に係る意見にお

いては、裁判前証拠収集手続（証拠保全）の裁判所による積極的な運用、同一事件が刑事事件となった場合の

刑事捜査で収集された証拠の民事事件における柔軟な活用等の提案もなされている。 
34 2001年 12月に内閣に設置。内閣総理大臣を本部長とし、全閣僚を構成員とする。2004年 11月に解散。 
35 有識者により構成され、2002年 10月から2004年７月まで開会。検討会の議論を踏まえ、不正競争防止法改

正において秘密保持命令の導入、インカメラ審理手続の整備等に関する規定が実現した。 
36 知的財産による競争力強化・国際標準化専門調査会（2013.4.19）議事録 
37 経済産業省「諸外国の訴訟手続における営業秘密保護の在り方等に関する調査研究報告書」（ＴＭＩ総合法律

事務所 2010.2）65頁 
38 法務省国際裁判管轄法制部会資料「国際裁判管轄法制の整備について」（2008.10.17） 
39 経済産業省「知的財産の適切な保護に関する調査研究 東アジア大における不正競争及び営業秘密に関する

法制度の調査研究報告」（ＴＭＩ総合法律事務所 2007.3）Ⅰ-126頁以降及び経済産業省「諸外国における営業

秘密保護制度に関する調査研究報告書」（2014.3 株式会社三菱総合研究所）36頁以降 
40 経済産業省「知的財産の適切な保護に関する調査研究 東アジア大における不正競争及び営業秘密に関する

法制度の調査研究報告書」（ＴＭＩ総合法律事務所 2007.3）Ⅰ-81頁以降。また、韓国の関税法は原則的に商

標権、著作権、品種保護権、地理的表示権、デザイン権を侵害する物品は輸出又は輸入できないと規定し、国

境措置（水際措置）を輸入、輸出の場合のいずれにも取ることができる（独立行政法人日本貿易振興機構「模

倣対策マニュアル 韓国編」（2012.3）240頁以降）。 
41 民事訴訟で差止請求が容認された場合に限り、輸入者が誰であるかを問わず実質的に同一の輸入品の差止め

を認めるという制度設計もあり得るとの指摘もある（松下達也「製造ノウハウ流出時の保険としての知的財産

制度に関する考察」『パテント』（2011.8））。 
42 「知的財産政策ビジョン」（知的財産戦略本部 2013.6） 
43 日本経済団体連合会『海外競合企業による技術情報等の不正取得・使用を抑止するための対策強化を求める』

（2014.2） 
44 第７回技術情報の保護等の在り方に関する小委員会議事録（2008.12.4）及び配付資料。その他、法務省「営

業秘密保護のための刑事訴訟手続の在り方研究会」で議論がある（第１回（2010.11.2）、第２回（2010.11.18））。 
45 営業秘密管理指針26頁。また、加害企業を刺激することで、公判手続外の場で営業秘密の内容が公になるお

それや、刑事裁判を望まない被害企業に、裁判所に対する情報提供や秘匿決定の申出を行うなど一定の協力義

務等が発生する場合もあり得ると指摘している（経済産業省知的財産政策室編著『逐条解説不正競争防止法 平

成23・24年改正版』（有斐閣 2012年）200頁）。 
46 ただし、法人処罰の対象行為は、自らが正当にアクセスする権限のない営業秘密を不正に取得、又は不正取

得の上使用・開示する行為（不正競争防止法第22条第１項第１号・第２号・第７号）に限られている。 
47 日本経済団体連合会『海外競合企業による技術情報等の不正取得・使用を抑止するための対策強化を求める』

（2014.2） 
48 一般社団法人日本鉄鋼連盟による知的財産推進計画2013及び知的財産政策ビジョンに対する意見 
49 「不正競争防止法の見直しの方向性について」（2005.2）15頁 
50 第５回技術情報の保護等の在り方に関する小委員会議事録（2008.9.30）及び配付資料 
51「知的財産保護強化に向けた不正競争防止の在り方に関する調査研究」『知財研紀要2003』59頁 


